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労災保険における柔道整復師施術料金に係る取扱いについて   

労災保険における柔道整復師施術料金については、平成14年7月2日付  

け基発第0702003号により指示きれているところであり、それぞれの  

請求・審査に当たっての留意事項等については別途指示されているところで  

あるが、一部の項目について実際の請求・審査に際し、各局ごとの取扱いに  

統一性が欠ける点も見受けられるところから、平成17年4月1日以降の施  

術に係るものより下記のとおりとするので、取扱いについて遺漏なきを期さ  

れたい。   

なお、本取扱いについては（社）日本柔道整復師会と協議済であることを  

申し添える。  

記  

1 特別措置（包帯交換料）   

昭和53年3月16日付け補償課長事務連絡第10号の記4を以下のと   

おり改め、包帯交換日は明記しなくとも良いこととしたので、別添におけ   

る改正後の記入欄の施術期間と回数の関連性によって審査を行うこと。  

4 請求方法  

請求手続については、請求書の「療養の内訳及び金額」欄に回  

数及び金額をそれぞれ記載の上請求させること。   



2 電気光線療法   

電気光線療法については、昭和53年3月16日付け基発第154号に  

おい 

させる」としているが、昨今においては、使用されている電気光線療法の   

種類は限定されていることから、電療料欄の部位ごとの回数の記入欄によ   

って審査を行うこと。  

3 運動療法料   

昭和61年7月24日付け補償課長事務連絡第30号の記1（6）を以   

下のとおり改めるので、別添における改正後の運動療法料の記入欄によっ   

て審査を行うこと。   

1 運動療法について   

（6）請求手続については、請求書の「療養の内訳及び金額」欄に回  

数及び金額をそれぞれ記載の上請求させること。  

4 施術情報提供料   

平成4年6月26日付け補償課長事務連絡第20号の記2（2）イを以   

下のとおり改めるので、別添における改正後の施術情報提供料の記入欄に   

よって審査を行うこと。  

2 施術情報提供料について   

（2）施術情報提供料の請求方法  

イ 請求手続については、請求書の「療養の内容及び金額」欄に金  

額を記載の上請求させること。   
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